
平成 17年 8月

江 東 信 用 組 合

当組合の地域密着型金融の機能強化計画について



【　地域密着型金融の機能強化計画について（H17.8　江東信用組合）】

＜　地域密着型金融推進計画の要約 ＞

Ⅰ．推進方針と目標項目

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

① 事業の再生では、破綻懸念先以上の不良債権先の再生を図り、且つ経営基盤の弱い中小零細企業の正常債権先に対し、経営改善の支援を行い、
不良債権化を防止します。且つ実質破綻先以下の不良債権は早期に処理を推進します。

◆　目標とする管理特性項目　【　不良債権比率（再生法による）　】

② 金融の円滑化

新事業開拓先や即存事業先に対する事業支援機能を外部機関等と連携の上強化します。且つ無担保無保証商品の拡販や企業の将来性を加味
し、経営内容に応じた信用枠の拡大を図ります。

◆　目標とする管理特性項目　【　預貸率、融資先数　】

２．経営力の強化

各種リスクの管理を充実し、リスク度合が自己資本比率に与える影響を考慮して事業の運営を行います。

事業先別信用格付に基づく債務先への適正金利適応の体制整備や店舗別収益管理会計に基づく対応策を実行していきます。

◆　目標とする管理特性項目　【　自己資本比率、役職員1人当りコア業務純益　】

３．地域の利用者の利便性の向上

各営業店舗の周辺の金融機関不在の空白地帯にサテライト店舗を増設、利用者の利便性を向上します。

◆目標とする管理特性項目　【　店舗数、組合員数　】
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【　地域密着型金融の機能強化計画について（H17.8　江東信用組合）】

Ⅱ．アクションプログラムに基づく個別項目の計画

１7年度 １8年度

１．事業再生・中小企業金融の円滑化
各種外部研修の活用が進ま
ず座学に止まった状況にあ
り、日常の業務活動に展開
し得る具体的施策の検討お
よび実践に向けて、研修修
了者を中心とする内部研修
の開催を通じ創業支援融資
【あけぼの】の利用を推進す
る

・中小企業等「目利き力」向上のための現場実習
への職員の出向
・企業および事業再生のための財務分析に係る実
践力の向上
・国民生活金融公庫等外部機関を通じた創業・新
事業の支援

・現場実習への職員の出向
・内部研修の開催・実践策の検討およ
び推進
・国民生活金融公庫等外部機関との取
組みや協力推進
・創業支援融資【あけぼの】の利用推進

・現場実習への職員の出向
・内部研修の開催・実践策の検
討および推進
・創業支援融資【あけぼの】の利
用推進

現在の組織体制では人的・
組織的な対応に限界があ
り、情報の収集や提供等顧
客ニーズへの対応が改善・
進展せず、今後顧客ニーズ
に対する情報提供や経営相
談の実現には外部機能の
活用が不可欠

・地元の会計士、税理士からの紹介による企業支
援の取組み
・こうしんビジネスクラブ（略称KBC）の活性化と会
員の増強
・若手経営者の会（略称NAL）の創設と会員の交
流および支援
・中小企業会計啓発・普及セミナーの活用（中小企
業基盤機構）
・江信協力会の支部研修会の定例開催（年一回）

・若手経営者の会の創設と後継経営者
等会員の交流会の開催
・中小企業会計啓発・普及セミナーの開
催
・江信協力会の支部研修会開催
・勉強会やセミナーの開催
・紹介された企業への支援対応の推進
・『あのねット』の機能を活用したビジネ
スマッチングの推進

・ＫＢＣ会員を中心とした情報交
換の推進
・勉強会やセミナーの開催
・江信協力会の支部研修会開催

本部に「FP相談室」を設置
し、取引先企業の財務分析
を行い、問題点の指摘と財
務の改善指導実施。
また、各店において、大口債
務者（与信８千万円以上）に
は年2回のヒヤリング実施。
管理部の「経営改善支援グ
ループ」は各店の「経営改善
支援担当者」と連携して経営
改善支援先を選定し、経営
改善取組方針と経営改善計
画書を策定し実施。製造業
の生産性向上のため、生産
ライン見直しを外部の専門
家に依頼し活用している。

・ 管理部の「経営改善支援グループ」と各店配置
の｢経営改善支援担当者｣は連携し経営改善可能
性のある債務者企業を選定し、改善の取組方針を
策定する。
・ 製造業で年商１億円以上の企業については、生
産性向上のため外部専門家の派遣を行う。
・ 都信協企業再生支援制度の利用
・ 大口与信先（8,000万円以上）に対し、定期的に
ヒヤリングを実施し経営相談を行う。
・ 「FP相談室」による取引先企業の財務分析を行
い、問題点の指摘と改善指導を行う。
・ 「経営改善支援担当者」と連携し、経営改善の
必要な企業の向こう3ヶ年経営改善計画書の作成
を指導し、実績との対比を行いフオローする。

・ 各店の経営改善可能性ある債務者企
業の選定　取組方針決定
・ 経営改善3ヶ年計画策定（昨年より継
続先6社、新規8社）
・ 都信協依頼先6社の財務診断開始
月1回面談
・ 製造業に専門家派遣　２社
・ 大口与信先のヒヤリング実施　３０社
・ 財務分析による問題点の指摘と改善
指導開始　１０社
・ 経営改善支援担当者と対象企業の改
善指導の状況検討と対象企業への訪
問　訪問先３社
・ 実施状況をデイスクロ誌の公表
・ 都信協依頼先財務診断

・ 債務者企業の追加選定　取組
方針・計画書策定
・ 製造業に専門家派遣　継続
・ 大口与信先のヒヤリング実施
40社
・ 財務分析による問題点の指摘
と改善指導　10社
・ 経営改善支援担当者と対象企
業の改善指導の状況検討と対象
企業への訪問
・ 実施状況をデイスクロ誌に公
表

項　　目 備考
スケジュール

現　　状 具体的な取組み

（１）
創業・新事業支援機能等の
強化

（2）
取引先企業に対する経営
相談・支援機能の強化

（３）
事業再生に向けた積極的
な取組み
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【　地域密着型金融の機能強化計画について（H17.8　江東信用組合）】

Ⅱ．アクションプログラムに基づく個別項目の計画

１7年度 １8年度
項　　目 備考

スケジュール
現　　状 具体的な取組み

財務諸表の精度が相対的
に高い中小企業に対する融
資プログラムの整備及び
ローンレビューの徹底と活用
が必要

・融資先の定量情報、定性情報により信用格付実
施
・財務内容の検証と共に経常収支、キャッシュフ
ローの把握に努め担保・保証等に依存しない審査
に努める
・無担保・無保証融資商品（べんり・しんらい）の推
進
・主要貸出先実態報告書（10百万円以上先）を活
用する
・融資の査定枠設定に信用格付のランクによる取
り決めを採用しており、迅速な融資提供に努める
・現行の信用格付ランクに基づく査定枠の基準を
見直し、新査定枠の適用と運用を行う

・無担保無保証融資商品（べんり、しん
らい）の新設及び推進
・主要貸出先実態報告書の内容を改定
し活用していく
・新査定枠の実施

左記推進と活用の徹底

①「与信取引に関する顧客
への説明態勢等に係る規
程」に基づき、顧客の知識・
経験等を踏まえた重要事項
等の説明を励行している。
②相談・苦情処理は迅速な
解決と再発防止を図る事に
より、健全かつ適切な業務
運営に努めている。

①内部研修会開催及び外部研修会への参加
②顧客説明マニュアル等の内部規程の整備
③「融資取引に関する契約書類等の用語解説（解
説書）」を備付し、有効活用を図る。

①「与信取引に関する顧客への説明態
勢等に係る規程」等の関連規程の職員
への周知徹底
②顧客説明マニュアル等の内部規程の
整備
③相談・苦情等の事例研究と再発防止
策の検討
④内部研修会の開催と外部研修会等
への参加による教育の実践

①前年度取組状況の分析と問題
点の洗出し
②関連規程・マニュアル等の見
直し・再整備
③内部研修会の開催・外部研修
会等への参加による教育の実践

２．経営力の強化
・ＡＬＭ手法は未導入である
・余資運用に関する金利変
動リスクは経験的管理で
行っている

・ＳＫＣセンターのＡＬＭシステムを導入
・全信組連　財務企画部にサポートを依頼。リスク
管理運用実務の指導を受け、市場リスク管理の手
段として応用する

・ＳＫＣセンターにＡＬＭシステム導入を
申込む
・ＡＬＭシステム稼動用基本入力データ
の整備
・ＳＫＣセンターで職員のオペレーション
研修を受ける

・ＡＬＭを余資運用に関する金利
変動リスク管理に反映
・ＡＬＭを余資運用判断に利用で
きるようにする

（１）
リスク管理態勢の充実
市場リスク管理の高度化、
強化

（４）
担保・保証に過度に依存し
ない融資の推進

（５）
顧客への説明態勢の整
備、相談苦情処理機能の
強化
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【　地域密着型金融の機能強化計画について（H17.8　江東信用組合）】

Ⅱ．アクションプログラムに基づく個別項目の計画

１7年度 １8年度
項　　目 備考

スケジュール
現　　状 具体的な取組み

①
管理会計の整
備及びこれを
活用した業績
評価の結果に
基づく業務の
再構築

・営業店毎の月次決算を実
施して、業務純益を含め総
合的な店舗別業績評価を行
い毎月の部店長会で発表す
ると共に業績評価の結果
を、給与査定や店舗展開方
針に反映させている

・業務純益を重視し赤字店舗をゼロにする
・店舗　不動産の有効活用を検討する
・現有人員を有効活用し、出張所（サテライト）を増
設する

・洲崎支店に出張所を開設する為の準
備
・洲崎支店の出張所を開設
・役職員一人当りの業務純益目標を400
万円とする

・森下支店不動産の有効活用検
討
・江戸川支店に出張所を開設す
る為の準備
・江戸川支店に出張所開設予定
・役職員一人当りの業務純益目
標を450万円とする

②
金利設定のた
めの内部基準
の整備等

貸出先毎の運用金利を見直
しする

・信用格付のランクごとに信用コストを試算し、基
準金利を設定、信用コストに見合った適正金利の
適用に努める
・新基準金利に基づく適正金利適用の徹底
・コスト割れになるような著しく低い金利について
見直しする

・リストを作り新基準金利の適用状況の
チェックを行い適用を定着させる
・コスト割れになるような低金利先のリ
ストを作り、見直しによる適用金利対応

同  左

①
総代会に一般
の組合員の意
見を反映させ
る仕組等、総
代会の機能強
化

・平成16年5月に組合員の
意見収集を行い、6月の通
常総代会で結果を報告した
が、日程の関係からアン
ケート対象者が40名と少な
かったので少数意見に終っ
た

・年1回アンケートを実施する
・対象は1店舗50名（出張所は母店に含める）合計
400名とする

・アンケート調査項目を決定する
・利用者の満足度アンケート調査を実
施
・集計結果に基づき着手可能な問題か
ら改善に取組む

・改善を行った項目及びアンケー
ト調査の結果について総代会で
報告する

②
半期開示の内
容充実

・平成14年9月仮決算期より
半期開示を行っている。
・3月決算はディスクロー
ジャー誌とミニディスクロー
ジャー誌、9月仮決算はミニ
ディスクロージャー誌を発
行、半期開示をしている
・ホームページも立ち上げた
が内容更新に時間がかかり
過ぎている

・従来の開示内容と他信用組合の開示内容を比
較し、良い点は真似をして取り入れ改善をして行く

・6月発行のディスクロージャー誌に総
代会制度の説明と総代の氏名を開示
・11月にミニディスクロージャー誌発行

同  左

（2）
収益管理態
勢の整備と
収益力の向
上

（3）
ガバナンス
の強化
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【　地域密着型金融の機能強化計画について（H17.8　江東信用組合）】

Ⅱ．アクションプログラムに基づく個別項目の計画

１7年度 １8年度
項　　目 備考

スケジュール
現　　状 具体的な取組み

①月例開催の「コンプライア
ンス委員会」を主体として僚
店事例・他行事例等の事例
研修会を実施し、コンプライ
アンス意識の向上を図って
いる。
②コンプライアンス・オフィ
サー通信教育・認定試験等
により人材育成を図ってい
る。

①コンプライアンス委員会の機能向上
②相談・苦情受入・解決・報告体制の確立
③営業店における規程等の実効性の確保
④コンプライアンスに関する内・外部研修会の実
施
⑤コンプライアンス確認シートによる自己チェック・
面談の実施

①コンプライアンス確認シートによる自
己チェック・面談の実施
②規程等の整備・活用・遵守状況の臨
店検証
③コンプライアンス・個人情報保護法・
本人確認法等の理解度テストの実施
④コンプライアンスオフィサー通信教
育・外部研修会への参加

①前年度活動状況の分析とコン
プライアンス・プログラムの見直
しによるコンプライアンス態勢の
強化
②内・外部研修会等による人材
の育成
③営業店における規程等の実効
性の確保
④「コンプライアンス委員会」を主
体とした態勢の強化

渉外支援システム『ＰＤＡ』や
全信中協主催のしんくみ生
活総合センターシステム『あ
のねット』の全店展開による
業務の効率化と顧客サービ
スの充実強化を図る

・『ＰＤＡ』導入による効率的渉外活動の展開
・『あのねット』システム導入による取引先支援機
能の充実
・家計診断等の相談およびアドバイスによる顧客
対応
・『あのねット』活用したビジネスマッチングの推進
　　【1.(2)取引先企業に対する経営相談・支援機能
の強化に掲載済み】

①渉外支援システム『ＰＤＡ』の導入
②『あのねット』システムの導入
③機器操作の習得および機能活用の
為の研修の実施
④作業の効率化と情報活用による効率
的渉外活動の推進
⑤家計診断・ライフプラン・年金額試算
等の機能の活用

同左

・市場リスク管理手法として
のＡＬＭシステムはまだ導入
していない
・余裕資金の運用先の一と
して全信組連を利用してい
る

・システム導入だけではリスク管理は出来ないの
で全信組連、財務企画部にサポートを依頼して実
際に応用出来るようにする
・全信組連の特別定期預金（6ヶ月）を活用する

・ＳＫＣセンターにＡＬＭシステム導入を
申込む
・全信組連の特別定期預金8億円6ヶ月
0.6％申込
・ＳＫＣセンターのオペレーション研修を
受ける
・全信組連で条件の良い特別定期の募
集があって、資金の余裕があれば利用
する

・全信組連、財務企画部のサ
ポートを受けリスク管理の範囲を
序々に広げて行く

（５）
ＩＴの戦略的活用

（6）
協同組織中央機関の機能
強化

（4）
法令等遵守（コンプライアン
ス）態勢の強化
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【　地域密着型金融の機能強化計画について（H17.8　江東信用組合）】

Ⅱ．アクションプログラムに基づく個別項目の計画

１7年度 １8年度
項　　目 備考

スケジュール
現　　状 具体的な取組み

３．地域の利用者の利便性向上

・地域貢献等に関する情報
開示についてはボランティア
活動等が中心で金融を通じ
た地域貢献に関する情報開
示が少なかった

・ディスクロージャー（6月発行）
・ミニディスクロージャー（6月、11月発行）
・ホームページで開示する
・組合員数増加は中期経営計画に組み入れる
・出張所は平成19年3月末までに2ヶ所増設を予定
し、中期経営計画に組み入れる

・6月ディスクロージャー誌、ミニディスク
ロージャー誌発行
・11月ミニディスクロージャー誌発行

同  左

・利用者の満足度を常時把
握する態勢が整備されてい
ない
・職員の教育研修には相当
の費用を投じたが顧客の
ニーズを満足させる提案型
セールスが弱い
・本店で毎月第2、第3土曜
日に休日相談会を実施。融
資に関すること、年金に関す
ることについて相談を受けて
いる

・全信中協の通達を参考に利用者の意見、苦情等
を把握するアンケート調査を実施する
・「あのねット」システムを全店に導入する

・全店にインターネット回線及び「あの
ねット」パソコン、プリンター導入
・アンケート調査項目を決定する
・利用者の満足度アンケート調査を実
施
・集計結果に基づき着手可能な問題か
ら改善に取組む

・改善を行った項目について6月
末までにディスクロージャー誌等
で開示、公表する

４．進捗状況の公表
・進捗状況の公表について
は半期開示を行っており、3
月までの実績を6月に、9月
までの実績を11月にミニディ
スクロージャー誌、ホーム
ページで公表、進捗状況の
要約を印刷して店頭備置き
とし、来店客が自由に持帰り
出来るようにしている

・現状と同じ取組で行う ・5月に「リレーションシップバンキングの
機能強化計画」の進捗状況を印刷し、
全営業店に店頭備置した、6月発行のミ
ニディスクロージャー誌でも公表、ホー
ムページは更新準備中である
・「地域密着型金融推進計画」の4月～9
月進捗状況を11月までに公表する

・17年4月～18年3月の進捗状況
を6月までに公表する
・17年4月～18年9月の進捗状況
を11月までに公表する

（１）
地域貢献等に関する情報
開示

（３）
地域の利用者の満足度を
重視した金融機関経営の
確立

6


